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○年○月○日であることについては、当
事者間に争いはなく、請求人は、前記「事
実」欄第２の２記載の理由による原処分
を不服として障害基礎年金の支給を求め
ているのであるから、本件の問題点は、
本件障害の状態が国年令別表に定める程
度に該当していると認められるかどうか
ということである。

第２　審査資料
　（略）
第３　事実の認定及び判断
１　「略」
２　「略」
３　本件の問題点を検討し、判断する。
⑴	　国年令別表は、障害等級２級の障害
基礎年金が支給される障害の状態を定
めているが、請求人の本件傷病による
障害に関わると認められるものとして
は、「前各号に掲げるもののほか、身体
の機能の障害又は長期にわたる安静を
必要とする病状が前各号と同程度以上
と認められる状態であつて、日常生活
が著しい制限を受けるか、又は日常生
活に著しい制限を加えることを必要と
する程度のもの」（１５号）が掲げられ
ている。
　そして、国民年金法上の障害の程度
を認定するためのより具体的な基準と
して、社会保険庁により発出され、同
庁の廃止後は厚生労働省の発出したも
のとみなされて、引き続き効力を有す
るものとされている「国民年金・厚生
年金保険障害認定基準」（以下「障害認
定基準」という。）が定められている
が、障害の認定及び給付の公平を期す
るための尺度として、当審査会もこの
障害認定基準に依拠するのが相当であ
ると考えるものである。

⑵	　障害認定基準の「第２　障害認定に
当たっての基本的事項」の「１　障害
の程度」によれば、日常生活が著しい
制限を受けるか又は日常生活に著しい
制限を加えることを必要とする程度と
は、必ずしも他人の助けを借りる必要
はないが、日常生活は極めて困難で、

令和４年（国）第７１７号

令和５年１１月３０日

主文
　本件再審査請求を棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨
　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、後記第２の２記載
の原処分を取り消し、障害基礎年金の支給
を求めるということである。
第２　事案の概要（本件再審査請求に至る経
緯）
　本件記録によると、請求人が本件再審査
請求をするに至る経緯として、次の各事実
が認められる。
１　請求人は、慢性腎不全、糖尿病性腎症
（以下、併せて「本件傷病」という。）に
より障害の状態にあるとして、令和○年
○月○日（受付）、厚生労働大臣に対し、
事後重症による請求として、障害基礎年
金の裁定を請求した。
２　厚生労働大臣は、令和○年○月○日付
けで、請求人に対し、裁定請求日におけ
る本件傷病による障害の状態（以下「本
件障害の状態」という。）は、国民年金法
施行令（以下「国年令」という。）別表に
定める程度に該当しないとの理由により、
障害基礎年金を支給しない旨の処分（以
下「原処分」という。）をした。
３　請求人は、原処分を不服とし、標記の
社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点
１　障害基礎年金の支給を受けるためには、
認定対象傷病による障害の状態が国年令
別表に定める程度（障害等級１級又は２
級）に該当することが必要とされている。
２　本件の場合、本件傷病の初診日が昭和
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や内容にもよるが、裁定請求日から余
りにも離れた時期を現症日とする診断
書では、裁定請求日における障害の状
態を認定することは困難であることか
ら、当審査会も、基本的にはこれを相
当としてきているところである。

⑶	　請求人の本件傷病による障害の認定
に必要な部分を摘記すると次のとおり
である（障害認定基準の第３第１章「第
１２節／腎疾患による障害」、同章「第
１５節　代謝疾患による障害」及び第
３第２章「併合等認定基準」）。
ア　腎疾患による障害について
①　腎疾患による障害の程度は、自
覚症状、他覚所見、検査成績、一
般状態、治療及び病状の経過、人
工透析療法の実施状況、具体的な
日常生活状況等により、総合的に
認定するものとし、当該疾病の認
定の時期以後少なくとも１年以上
の療養を必要とするものであって、
長期にわたる安静を必要とする病
状が、日常生活が著しい制限を受
けるか又は日常生活に著しい制限
を加えることを必要とする程度の
ものを２級に、労働が制限を受け
るか又は労働に制限を加えること
を必要とする程度のものを３級に
該当するものと認定する。

②　腎疾患の主要症状としては、悪
心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自
覚症状、浮腫、貧血、アシドーシ
ス等の他覚所見があり、検査とし
ては、尿検査、血球算定検査、血
液生化学検査（血清尿素窒素、血
清クレアチニン、血清電解質等）、
動脈血ガス分析、腎生検等がある。

③	　病態別に検査項目及び異常値の
一部を示すと次のとおりである。

労働により収入を得ることができない
程度のもので、例えば、家庭内の極め
て温和な活動（軽食作り、下着程度の
洗濯等）はできるが、それ以上の活動
はできないもの又は行ってはいけない
もの、すなわち、病院内の生活でいえ
ば、活動の範囲がおおむね病棟内に限
られるものであり、家庭内の生活でい
えば、活動の範囲がおおむね家屋内に
限られるものであるとされている。
　また、「３　認定の方法」によれば、
障害の程度の認定は、診断書及びＸ線
フィルム等添付資料により行うとされ
ており、障害基礎年金の裁定請求書に
は、障害の状態に関する医師又は歯科
医師の診断書を添えなければならない
こととされている（国民年金法施行規
則第３１条第２項第４号）。そして、障
害基礎年金の障害認定に当たっては、
その障害の状態がいかなるもので、国
年令別表の定める程度に該当するか否
かは、受給権の発生・内容に関わる重
大なことであるから、その認定は、客
観的かつ公正・公平に行われなければ
ならないことはいうまでもないところ
であるので、障害の状態・程度を認定
すべきものとされている時期において、
直接その診療に関与した医師（歯科医
師を含む。以下同じ。）若しくは医療機
関が作成した診断書、医師若しくは医
療機関が、診察が行われた当時に作成
された診療録等の客観性のあるいわゆ
る医証の記載に基づいて作成した診断
書、又は、これらに準ずるものと認め
ることができるような証明力の高い資
料によって行われなければならないも
のと解するのが相当である。当審査会
に顕著な事実によれば、保険者は、事
後重症請求による請求については、裁
定請求日前３か月以内の現症が記載さ
れている診断書の提出を求めることと
して、裁定請求日における障害の状態
は、上記の期間内の現症日における障
害の状態によって認定を行うものとす
る旨の取扱いをしており、傷病の性質
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る。
⑦　腎疾患は、その原因疾患が多岐
にわたり、それによって生じる臨
床所見、検査所見も、また様々な
ので、前記③の検査成績によるほ
か、合併症の有無とその程度、他
の一般検査及び特殊検査の検査成
績、治療及び病状の経過等も参考
とし、認定時の具体的な日常生活
状況等を把握して、総合的に認定
する。

⑧　腎臓移植の取扱い
ア　腎臓移植を受けたものに係る
障害認定に当たっては、術後の
症状、治療経過、検査成績及び
予後等を十分に考慮して総合的
に認定する。
イ　障害年金を支給されている者
が腎臓移植を受けた場合は、臓
器が生着し、安定的に機能する
までの間を考慮して術後１年間
は従前の等級とする。

イ　代謝疾患による障害について
①　代謝疾患による障害の程度は、
合併症の有無及びその程度、代謝
のコントロール状態、治療及び症
状の経過、具体的な日常生活状況
等を十分考慮し、総合的に認定す
るものとし、当該疾病の認定の時
期以後少なくとも１年以上の療養
を必要とするものであって、長期
にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるか
又は日常生活に著しい制限を加え
ることを必要とする程度のものを
２級に、労働が制限を受けるか又
は労働に制限を加えることを必要
とする程度のものを３級に該当す
るものと認定する。

②　糖尿病による障害の程度は、合
併症の有無及びその程度、代謝の
コントロール状態、治療及び症状
の経過、具体的な日常生活状況等
を十分考慮し、総合的に認定する。

③　糖尿病については、必要なイン

Ⅰ　慢性腎不全
区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常

ア
内因性クレア
チニン
クリアランス

mL/分 20以上
30未満

10以上
20未満 10未満

イ 血清クレア
チニン mg/dL ３以上

５未満
５以上
８未満 ８以上

（注）eGFR（推算糸球体濾過量）が記載されていれば、
血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR（単位は㎖
／分／1.73㎡）が10以上20未満のときは軽度異常、10
未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

Ⅱ　ネフローゼ症候群
区分 検査項目 単位 異　常

ア

尿蛋白量
（１日尿蛋白量又は
尿蛋白／尿クレア
チニン比）

ｇ/日
又は
g/gCr

３.５以上を
持続する

イ 血清アルブミン
（ＢＣＧ法） g/dL ３.０以下

ウ 血清総蛋白 g/dL ６.０以下

④　障害等級２級及び３級に相当す
ると認められるものを一部例示す
ると次のとおりである。

障害の程度 障　害　の　状　態

２級

１	 前記③Ⅰの検査成績が中等度又は高度の
異常を１つ以上示すもので、かつ、一般
状態区分表（注：本件診断書の一般状態
区分表と同じものである。以下同じ。）の
エ又はウに該当するもの

２	 人工透析療法施行中のもの

３級

１	 前記③Ⅰの検査成績が軽度、中等度又は
高度の異常を１つ以上示すもので、かつ、
一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

２	 前記③Ⅱの検査成績のうちⅰが異常を示
し、かつ、ⅱ又はⅲのいずれかが異常を
示すもので、かつ、一般状態区分表のウ
又はイに該当するもの

⑤　そして、人工透析療法施行中の
ものは２級と認定するが、主要症
状、人工透析療法施行中の検査成
績、長期透析による合併症の有無
とその程度、具体的な日常生活状
況等によっては、さらに上位等級
に認定するとされている。

⑥　検査成績は、その性質上変動し
やすいものであるので、腎疾患の
経過中において最も適切に病状を
あらわしていると思われる検査成
績に基づいて認定を行うものとす
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件診断書の現症日は、裁定請求日前
３か月以内であるものの、請求人は
当該現症日の翌日に腎移植を受けて
いるのであるから、本件については、
前記⑶ア⑧アのとおり、術後の症状、
治療経過、検査成績及び予後等を十
分に考慮して総合的に認定すること
となるものであり、本件診断書に記
載された障害の状態のみにより、本
件障害の状態を認定することはでき
ないというべきである。そのため、
保険者は、Ａ医師に対し、腎移植後
の現症日における障害の状態につい
て照会を行い、本件回答書が提出さ
れているのであるから、本件回答書
に記載された障害の状態（令和○年
○月○日現症とされている。）を十分
に考慮した上で、本件障害の状態の
程度を認定するのが相当である。
　請求人は、令和○年○月○日に脳
死腎移植（なお、当初は膵腎同時移
植の予定であったが、膵グラフトに
問題があり、腎移植のみ施行したと
されている。）を受け、術後経過には
大きな問題はなく、同月○日に退院
したとされ、Tacrolimus内服による
副作用として手指振戦が強く出てい
るとされているものの、臨床所見は、
他覚所見の浮腫が「有」とされてい
るが、その他の他覚所見及び自覚症
状はなく、同年○月○日、同年○月
○日に実施された検査において、血
清アルブミン、血清総蛋白が異常値
を示しているものの、血清クレアチ
ニン、尿蛋白／尿クレアチニン比は
いずれも異常値を示しておらず、１
日尿蛋白量、内因性クレアチニン・
クリアランスについては記載がなく、
人工透析療法は実施されていないと
され、一般状態区分表の「ウ」（歩行
や身のまわりのことはできるが、時
に少し介助が必要なこともあり、軽
労働はできないが、日中の５０％以
上は起居しているもの）と評価され
ていることが認められる。

スリン治療を行ってもなお血糖の
コントロールが困難なもので、次
のいずれかに該当するものを３級
と認定する。
　ただし、検査日より前に９０日
以上継続して必要なインスリン治
療を行っていることについて、確
認できた者に限り、認定を行うも
のとする。
　なお、症状、検査成績及び具体
的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定する。
ア　内因性のインスリン分泌が枯
渇している状態で、空腹時又は
随時の血清Ｃペプチド値が
0.3ng/mL未満を示すもので、か
つ、一般状態区分表のウ又はイ
に該当するもの

イ　意識障害により自己回復がで
きない重症低血糖の所見が平均
して月１回以上あるもので、か
つ、一般状態区分表のウ又はイ
に該当するもの

ウ　インスリン治療中に糖尿病ケ
トアシドーシス又は高血糖高浸
透圧症候群による入院が年１回
以上あるもので、かつ、一般状
態区分表のウ又はイに該当する
もの

ウ　併合等認定基準について
　「第１節　基本的事項」の「２　総
合認定」には、内科的疾患の併存し
ている場合及び前章の認定要領にお
いて特に定めている場合は、総合的
に認定するとされている。

⑷	　まず、本件障害の状態のうち、腎疾
患による障害について検討する。
ア　本件の裁定請求日は令和○年○月
○日であり、本件診断書（上記１）
には、令和○年○月○日現症の障害
の状態について記載されているとこ
ろ、「備考」欄に「○/○/○に腎移
植手術を行い、術後は当科抗免疫療
法を継続しながら経過観察中。…」
と記載されている。このように、本
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あるというべきであるところ、本件
回答書に記載された検査成績等をも
踏まえて原処分が行われた本件障害
の具体的な認定及び評価について、
違法・不当な点があるということは
できない。請求人の上記主張には理
由がない。

イ　さらに、請求人は、障害認定基準
の腎疾患による障害の認定要領のう
ち「腎臓移植の取扱い」に関し、前
記⑶ア⑧イにある「障害年金を支給
されている者」が実際に障害年金を
支給されている者に限定されるとす
ると、医学的には「障害程度要件」
を満たすにもかかわらず不支給とな
る者が発生することになり、違法な
認定基準になってしまうため、この
「障害年金を支給されている者」は
「障害等級に該当する者（潜在的に障
害年金を支給される権利を持ってい
る者）」と解釈するしかなく、手術前
の時点で「障害等級に該当する者」
であれば、前記⑶ア⑧イにより障害
年金が支給されるべきである旨主張
する。
　しかし、臓器移植を受けた者にお
いて従前の等級を維持する取扱いを
受けられるということは、当該対象
者にとっては一般的に利益になる処
分というべきであるから、その対象
者を「障害等級に該当するもの」と
するか「障害年金を支給されている
者」とするかについては、臓器移植
に係る諸般の事情を踏まえ、保険者
が合理的裁量により基準を定めるこ
とができるものと解される。そうす
ると、障害認定基準の第３第１章の
うち「第１８節　その他の疾患によ
る障害」の「２　認定要領」の「⑹　
臓器移植の取扱い」において、少な
くとも１年間は従前の等級とする対
象者を「障害等級に該当するもの」
と定める一方、「腎臓移植の取扱い」
においては（「第１３節　肝疾患によ
る障害」の肝臓移植における場合と

　これらの事実を総合すると、一般
状態区分表の「ウ」と評価されてい
るものの、慢性腎不全の検査項目で
異常値を示しているものはなく、ネ
フローゼ症候群の検査項目のうち、
血清アルブミン、血清総蛋白は異常
値を示しているが、尿蛋白量（本件
においては、尿蛋白／尿クレアチニ
ン比）は異常値を示していないので
あるから、このような障害の状態は、
腎疾患による障害で障害等級２級及
び３級に相当するものの例示のいず
れにも該当しない。
　なお、請求人は、術後は抗免疫療
法を継続しながら経過観察中である
とされていること（本件診断書）、免
疫抑制剤の調整が必要な不安定な状
態であり、腎生着とは未だ言えない
とされていること（本件回答書）か
ら、移植臓器が生着し安定的に機能
していない時点における検査成績等
により認定を行うことは不当である
旨主張する。しかし、請求人は、令
和○年○月○日に腎移植を受けてか
ら約３か月後の同年○月○日に事後
重症請求として裁定請求をしたもの
であり、この時期を自らが選択した
のであるから、上記の期間内に行わ
れた検査成績等により障害の状態の
認定が行われたとしても、その結果
を甘受すべきである（なお、腎移植
後の間もない時期に事後重症請求さ
れたが、臓器移植後の患者の状態が
全く安定していないというような事
案では、認定が不能になるというこ
ともあり得るものと考えられる。）。
そして、事後重症請求における障害
の認定の基準日は、その裁定請求日
とされているのであるから、本件に
おけるように、提出された当初の診
断書の現症日から裁定請求日までの
間に明らかな身体状態の変化が生じ
たと認められる場合に、これを斟酌
することに何ら違法はなく、むしろ
障害認定基準に沿った適正な方法で
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糖尿病性腎症は、いずれも内科的疾患
であることから、本件障害の状態を総
合的に認定したとしても、障害等級２
級に相当する「日常生活が著しい制限
を受けるか又は日常生活に著しい制限
を加えることを必要とする程度」に
至っているとまではいえない。

４　以上によれば、本件障害の状態は、国
年令別表に定める２級の程度に該当せず、
もとよりさらに重度の１級にも該当しな
いから、原処分は妥当であって、これを
取り消すことはできない。

　以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。

同様）、対象者を「障害年金を支給さ
れている者」とすることは、保険者
の合理的な裁量の範囲にあるものと
いうべきである。請求人の上記主張
を採用することはできない。

⑸	　次に、本件障害の状態のうち、糖尿
病による障害について検討する。
　本件診断書（上記１）には、病型は
「１型糖尿病」とされ、令和○年○月○
日、同年○月○日及び同月○日のいず
れの検査日より前に９０日以上継続し
て必要なインスリン治療を実施してい
るとされ、空腹時又は随時血清Ｃペプ
チド値の記載はないが、本件回答書に
よれば、同年○月○日の随時血清Ｃペ
プチド値は「０．０３ng/ml」とされ、
本件診断書によれば、「意識障害により
自己回復ができない重症低血糖」、「糖
尿病ケトアシドーシスによる入院」、「高
血糖高浸透圧症候群による入院」はい
ずれもないとされ、合併症として、眼
の障害（糖尿病性網膜症）、神経系統の
障害（糖尿病性神経障害）があるとさ
れているものの、肢体の障害はないと
されていることが認められる。
　これらの事実を総合すると、糖尿病
による障害で障害等級３級に相当する
「内因性のインスリン分泌が枯渇してい
る状態で、空腹時又は随時の血清Ｃペ
プチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
で、かつ、一般状態区分表のウ又はイ
に該当するもの」に該当するものの、
検査成績は、ＨｂＡ１ｃが「５．８～
６．１％」、空腹時血糖値が「１２６～
１６３mg/dL」であり、血糖コント
ロールの困難な状況はないとされてい
るのであるから、さらに上位等級に認
定することはできない。
　なお、合併症として、糖尿病性網膜
症、糖尿病性神経障害があるとされて
いるが、その障害の程度を認定するに
足る診断書等の提出はないのであるか
ら、これらの障害の程度を考慮するこ
とはできない。
　そして、本件傷病である慢性腎不全、




